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  ４ 契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

５ 他契約者回線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 
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２１ 特定協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行・・・・・２７ 

 

 

 

 

第１１章 雑 則 

（電話帳） 

第５８条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社が別記１８（電話帳の掲載）

に定めるところにより、電気通信番号を電話帳（別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。

以下同じとします。）に掲載します。 

（注）「別に定める協定事業者」は西日本電信電話株式会社とします。 

 

 

 

 

（電話番号案内） 

第５９条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、電気通信番号について、当社が別

に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。 

（注）「別に定める協定事業者」は西日本電信電話株式会社とします。 
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第１１章 雑 則 

（電話帳） 

第５８条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社が別記１８（電話帳の掲載）

に定めるところにより、電気通信番号を電話帳（別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。

以下同じとします。）に掲載します。 

（注）「別に定める協定事業者」は NTT西日本株式会社とします。 

 

 

 

 

（電話番号案内） 

第５９条 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、電気通信番号について、当社が別

に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。 

（注）「別に定める協定事業者」は NTT西日本株式会社とします。 
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（番号情報の提供） 

第６０条 当社は、当社の番号情報（電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報（第５８条（電話帳）

及び第５９条（電話番号案内）の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行った光電話サー

ビス契約者にかかる契約者回線等の情報に限ります。）をいいます。以下この条において同じとしま

す。）について、番号情報データベース（番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置

するデータベース設備をいいます。以下同じとします。）に登録します。 

２ 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社

が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等（当社が別に定める者に

限ります。）に提供します。 

（注１）本条第２項に規定する「当社が別に定める者」は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又

は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された光電話サービス契約者の番号情

報を利用する事業者をいいます。 

（注２）本条第２項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。 

（注３）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン（平

成１０年郵政省告示第５７０号）」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その

電気通信事業所等への番号情報の提供を停止する措置を行います。 

（注４）電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその

番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。 

 

 

 

 

別 記 

１２ 天気予報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス 

（１）（削除） 

（２）（削除）（３）当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のと

おりとします。 

区別 内容 電気通信番号 

災害用伝言 

ダイヤルサービス 

災害が発生した場合等に、協定事業者の

定める通話について、メッセージの蓄

積、再生等を行うサービス 

１７１ 

（４）（削除） 

（注１）（３）の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株 

式会社とします。 

 

 

 

 

 

１７ 支払い証明書等の発行 

 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、その光電話

サービスに係る支払い証明書等（以下「支払い証明書等」といいます。）を発行します。この場合、光

電話サービス契約者は、料金表第４表（附帯サービスに関する料金）に定める発行料を支払っていただ

きます。 

 

 

 

（番号情報の提供） 

第６０条 当社は、当社の番号情報（電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報（第５８条（電話帳）

及び第５９条（電話番号案内）の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行った光電話サー

ビス契約者にかかる契約者回線等の情報に限ります。）をいいます。以下この条において同じとしま

す。）について、番号情報データベース（番号情報を収容するために NTT 西日本株式会社が設置する

データベース設備をいいます。以下同じとします。）に登録します。 

２ 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する NTT 西日本株式会社が、

電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等（当社が別に定める者に限り

ます。）に提供します。 

（注１）本条第２項に規定する「当社が別に定める者」は、NTT 西日本株式会社と相互接続協定又は相

互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された光電話サービス契約者の番号情報を

利用する事業者をいいます。 

（注２）本条第２項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。 

（注３）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン（平

成１０年郵政省告示第５７０号）」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その

電気通信事業所等への番号情報の提供を停止する措置を行います。 

（注４）電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその

番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に NTT西日本株式会社が提供します。 

 

 

 

 

別 記 

１２ 天気予報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス 

（１）（削除） 

（２）（削除）（３）当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のと

おりとします。 

区別 内容 電気通信番号 

災害用伝言 

ダイヤルサービス 

災害が発生した場合等に、協定事業者の

定める通話について、メッセージの蓄

積、再生等を行うサービス 

１７１ 

（４）（削除） 

（注１）（３）の「当社が別に定める協定事業者」は、NTT東日本株式会社及び NTT西日本株式会社と

します。 

 

 

 

 

 

１７ 支払証明書等の発行 

 当社は、光電話サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、その光電話

サービスに係る料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要することとなった光電話サービ

スの料金、工事や手続きに関する費用または割増金などをいいます。）が既に当社に支払われた旨の証

明書（以下「支払証明書等」といいます。）を発行します。この場合、光電話サービス契約者は、料金

表第４表（附帯サービスに関する料金）に定める発行料を支払っていただきます。 
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料 金 表 

第１表 料金 

第５ ユニバーサルサービス料 

 ２ 料金額 

区分 単 位 料金額（月額） 

     （税込価格） 

ユニバーサルサービス料 １電気通信番号ごとに 2円 

     （2.2円） 

 

 

 

 

 

第４表 附帯サービスに関する料金 

 第１ 発行料 

区  分 単  位 料金額 (税込価格) 

通話明細書発行料 １通話明細書の発行ごとに 500円 (550円) 

料金請求書等発行料 １料金請求書等の発行ごとに 100円 (110円) 

支払い証明書等発行料 １支払い証明書等の発行ごとに 300円 (330円) 

備考 

（ア）当社は、通話明細書を１の光電話サービス契約ごとに発行します。 

（イ）当社は、料金請求書等を１の光電話サービス契約ごとに発行します。 

（ウ）当社は、支払い証明書等を１の光電話サービス契約ごとに発行します。 

（エ）料金請求書および支払い証明書等について、光電話サービス契約に係る申込と、光ネット

サービス契約に係る申込をした場合（１の契約者回線等において光電話サービスと光ネッ

トサービスの提供を受ける場合に限ります。）、当社は当該発行料をいただきません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 

第１表 料金 

第５ ユニバーサルサービス料 

 ２ 料金額 

区分 単 位 料金額（月額） 

     （税込価格） 

ユニバーサルサービス料 １電気通信番号ごとに 3円 

     （3.3円） 

 

 

 

 

 

第４表 附帯サービスに関する料金 

 第１ 発行料 

区  分 単  位 料金額 (税込価格) 

通話明細書発行料 １通話明細書の発行ごとに 500円 (550円) 

料金請求書等発行料 １料金請求書等の発行ごとに 100円 (110円) 

支払証明書等発行料 １支払証明書等の発行ごとに 300円 (330円) 

備考 

（ア）当社は、通話明細書を１の光電話サービス契約ごとに発行します。 

（イ）当社は、料金請求書等を１の光電話サービス契約ごとに発行します。 

（ウ）当社は、支払証明書等を１の光電話サービス契約ごとに発行します。 

（エ）料金請求書および支払証明書等について、光電話サービス契約に係る申込と、光ネットサ

ービス契約に係る申込をした場合（１の契約者回線等において光電話サービスと光ネット

サービスの提供を受ける場合に限ります。）、当社は当該発行料をいただきません。 
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附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正約款は、２０２５年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信

サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（特例措置） 

３ ２０２５年７月１日から２０２５年９月３０日までの間に光電話サービス契約を申込みした光電話

サービス契約者に、次の特例措置を実施します。ただし、この約款の附則で別に定める場合を除きます。 

（１） コース１に係る新規契約（ただし、光ネットサービス契約に係る申込を同時に申込した場合に限

る）に伴う番号移転に係る工事費については０円とします。 

（２） コース１に係る新規契約（ただし、光ネットサービスの提供を開始している契約者が申込した場

合に限る）に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置、設定に係る工事費、

番号移転に係る工事費については０円とします。（ただし、提供区域がピカラＣＶＣ、ピカラＭ

ＣＢ、ピカラ東かがわ、ピカラＵＣＡＴ、ピカラ（宇和島市）、ピカラ西予、ピカラ八西、ピカ

ラＫＢＣ、ピカラ石井ＣＡＴＶ、ピカラエーアイ、ピカラてれびあなん[エリア区分(１)]、ピカ

ラ香南、ピカラｓｗａｎに限る） 

（３） コース４に係る新規契約（ただし、提供区域がピカラ（愛媛）、ピカラ愛媛ＣＡＴＶ、ピカ鳴門

を除く）に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置、設定に係る工事費、

番号移転に係る工事費については０円とします。 

（４） コース７およびコース８に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、末設

備設置、設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については０円とします。 

（５） コース９に係る新規契約（ただし、提供区域がピカラ中土佐を除く）に伴う契約事務手数料、交

換機設定に係る工事費、端末設備設置、設定に係る工事費、番号移転に係る工事費については０

円とします。 

（６） 別記１（１）の提供区域名ピカラＣＶＣ[エリア区分(２)]において、光電話サービスの提供を開

始している契約者が、光電話の回線および番号追加の申込みをした場合、交換機設定に係る工事

費、番号移転に係る工事費については０円とします。 

４ ３の新規契約する場合の特例措置について、以下の場合は適用しません。 

現在の光電話サービス契約者が、既に締結している光電話サービス契約（この条文において「従来

の光電話サービス契約」といいます。）に加えて、同一の構内又は建物で新たに光電話サービス申込

みを行い、かつ当該新たに締結した光電話契約の成立以降１２ヶ月以内に従来の光電話サービス契約

を解除した場合。 

 

 


